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・ ・ 預金貸出金残高
　預金につきましては、前年同期比で1,360百万円の

増加となり、個人の定期性預金と地方公共団体からの

預金が増加したことで過去最高の残高となりました。

　一方、貸出金につきましては、景気低迷を反映して

ほとんどの業種で減少したほか、住宅ローンをはじめ

とする個人向けも減少したことにより、前年同期比で

599百万円の減少となりました。

貸出金業種別構成比

預貸金の推移

業況および諸比率の推移
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　当金庫では皆様方のご理解を一層深めていただくため、ここに「あきしんの現況　ディスクロー
ジャー 2010年４月～９月（秋田信用金庫半期開示ディスクロージャー誌）」を発刊いたし、当秋
田信用金庫の平成22年度上期の主要な業績、経営指標、トピックスなどをご紹介いたしますので
ご高覧賜りますようお願い申し上げます。
　平成22年度上期の秋田県内経済情勢は、厳しさを残しつつも持ち直しの動きが続いており、企
業の景況感は製造業、非製造業とも売上や収益が改善傾向にあるとしながら、先行きについては
政策効果減衰や海外需要の増勢鈍化などの懸念から警戒感を強めているとしており、県内経済全
体としては依然として引き続き厳しい状況にあります。
　このような状況下、当金庫におきましても収益環境は依然として厳しい状況にありますが、役
職員一丸となった経営努力の結果、９月期は減収減益ながら当期純利益157百万円の計上となり、
自己資本比率は前年同期比0.30ポイント上昇し、12.62％となりました。また、不良債権比率（金
融再生法開示債権比率）は、前年同期比0.27ポイント低下し4.51％となり改善が図られました。
　当金庫では、平成23年３月に創業100周年の記念の節目を迎えることになり、会員並びにお取
引先や関係者の皆様には、心より御礼申し上げる次第でございます。100周年を契機としまして、
今後も真に皆様のお役に立つ金融機関と言われるよう努力して参りますので、変わらぬご支援ご
鞭撻をお願い申し上げます。

　　平成22年11月
理事長　千田　邦宏

ごあいさつ

 ̶ 平成22年９月期の業績 ̶
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・ ・ 損益状況

・ ・ 自己資本比率

　業務純益は、貸出金利息などの資金運用収益が減少しまし
たが、債券の売却益を計上したほか経費削減を推し進めた結
果、前年同期比では46百万円増加の161百万円の計上とな
りました。
　また、前年同期においては貸倒引当金の戻入れ益を計上し
ていた関係で、経常利益は前年同期比41百万円増加の150
百万円、当期純利益は前年同期比50百万円減少の157百万
円の計上となりました。

（注：21年９月期、22年９月期は、それぞれ、21年４月～９月、22
年４月～９月の損益、22年３月期は21年度１年間の損益です。なお、
22年９月期の損益はあくまでも９月末現在における半期の損益であ
り、23年３月期の損益は下半期の業務状況や市場動向等により大き
く変化する場合があります。）

　自己資本比率とは、総資産に占める「自己資本」の割合の
ことで、金融機関の安全性・健全性を示す指標の一つとされ
ており、比率が高いほど経営が安定しているといえます。
　信用金庫は、国内に特化する金融機関ですから、国内基準
で4％以上を維持することが義務付けられております。当金
庫の自己資本比率は、12.62％となっており、高い健全性を
維持しております。

国内基準 21年9月期 22年3月期 22年9月期

4.00％

12.32％ 12.72％ 12.62％

 自己資本比率の推移

損益状況の推移
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・ ・ 自己資本に関する事項

（単位：百万円）

★自己資本調達手段の概要

平成21年９月期 平成22年３月期 平成22年９月期

基本的項目計（Ａ） 5,699 5,628 5,787

出資金 1,201 1,204 1,205

利益準備金 992 1,012 1,012

特別積立金 3,127 3,257 3,257

次期繰越金 378 154 312

その他有価証券の評価差損（▲） － － －

補完的項目計（Ｂ） 304 290 301

一般貸倒引当金 318 362 347

補完的項目不算入額（▲） 14 71 46

その他 － － －

控除項目（他の金融機関の資本調達の意図的な保有相当額）　（C） － － －

自己資本総額（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ）　　　　　（D） 6,004 5,919 6,088

リスク・アセット等計（E） 48,736 46,527 48,233

資産（オン・バランス）項目信用リスク・アセット 43,962 41,906 43,689

オフ・バランス取引項目信用リスク・アセット 475 426 350

オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 4,298 4,194 4,194

自己資本比率（D／ E）×100 12.32% 12.72% 12.62%

Tier１比率（Ａ／ E） 11.69% 12.09% 11.99%

　自己資本は、主に基本的項目（Tier1）と補完的項目（Tier2）で構成されています。平成22年9月期の自己資本額のうち、
当金庫が積み立てている以外のものは、基本的項目では地域のお客さまからお預りしている出資金が該当します。

自己資本の構成（単体）
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単 体 （単位：百万円）

項　　　　目
平成21年９月期 平成22年３月期 平成22年９月期

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額
イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額合計 44,438 1,777 42,333 1,693 43,689 1,747
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 44,288 1,771 42,183 1,687 43,539 1,741
現金 － － 　－ － ー ー
我が国の中央政府及び中央銀行向け － － 　－ 　－ 　　ー 　　　ー
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － 　－ ー 　ー
国際決済銀行等向け － － 　－ 　　－ 　ー 　ー
我が国の地方公共団体向け － － 　　－ 　　－ ー 　ー
外国の中央政府等以外の公共部門向け 40 1 40 1 40 1
国際開発銀行向け － － 　－ 　－ 　ー ー
地方公共団体金融機構向け － － 　　－ 　－ 　ー ー
我が国の政府関係機関向け 210 8 210 8 270 10
地方三公社向け － － － － ー ー
金融機関及び第1種金融商品取引業者向け 7,487 299 6,677 267 8,730 349
法人等向け 10,215 408 9,417 376 9,859 394
中小企業等向け及び個人向け 14,630 585 14,407 577 13,585 543
抵当権付住宅ローン 4,512 180 4,483 179 4,361 174
不動産取得等事業向け 1,731 69 1,884 75 1,666 66
三月以上延滞等 472 18 354 14 318 12
取立未済手形 1 0 1 0 1 0
信用保証協会等による保証付 799 31 794 30 716 28
株式会社企業再生支援機構による保証付 － － 　　－ 　　－ 　　ー 　　　ー
出資等 481 19 465 18 461 18
上記以外 3,705 148 3,445 137 3,526 141

②証券化エクスポージャー 150 6 150 6 150 6
証券化（オリジネーター） － － － － ー 　ー
証券化（オリジネーター以外） 150 6 150 6 150 6

③複数の資産を裏付けとする資産（所謂ファンド）のうち、個々の
　資産の把握が困難な資産 － － － 　－ ー ー

ロ．オペレーショナル・リスク 4,298 171 4,194 167 4,194 167
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 48,736 1,949 46,527 1,861 47,883 1,915

自己資本の充実度に関する事項

・ ・ 有価証券の状況
　当金庫ではお客様からお預かりした資金の一部を、信用力の高い債券を中心とした有価証券等で運用しております。
　保有有価証券の時価情報は次の通りです。

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は次の通りです。
　　・子会社・子法人等株式及び関連会社等株式 ・その他有価証券
　　　子会社・子法人等株式　　　20百万円 　あきたアカデミーベンチャーファンド出資金 ５百万円
  　非上場株式 17百万円

平成21年９月期 平成22年３月期 平成22年９月期

取得原価
（償却原価）

貸借対照表
計上額

評価差額 取得原価
（償却原価）

貸借対照表
計上額

評価差額 取得原価
（償却原価）

貸借対照表
計上額

評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損 うち益 うち損

その他有価証券 27,855 28,360 504 705 201 27,429 27,963 534 642 108 27,056 27,867 810 870 60

株　式 － － － － － － － － － － － － － － －

債　券 27,855 28,360 504 705 201 27,429 27,963 534 642 108 27,056 27,867 810 870 60

その他 － － － － － － － － － － － － － － －

平成21年９月期 平成22年３月期 平成22年９月期

貸借対照表
計上額

時　価 含み損益
貸借対照表
計上額

時　価 含み損益
貸借対照表
計上額

時　価 含み損益
うち益 うち損 うち益 うち損 うち益 うち損

満期保有目的の債券 7,615 6,449 △1,165 9 1,175 7,515 6,445 △1,069 18 1,088 7,214 6,444 △ 770 39 809

（注） １．所要自己資本の額＝リスクアセット×４%
 ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並

びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
 ３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から

３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中
央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（国際決済銀行等向け）に
おいてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。

４．オペレーショナルリスクは、当金庫は基礎的手法を採用しています。

５．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15％　
÷８％

　直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
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・ ・ 金融再生法に基づく開示債権
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（注）上記の平成22年9月末の計数は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第4条に規定する各債権の
カテゴリーにより分類しておりますが、集計方法については以下の点につき年度末に開示する計数とは算出方法が異な
るため、計数は連続しておりません。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権  は、破産、会社更生、
再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対す
る債権およびこれらに準ずる債権で、債務者区分が破綻先お
よび実質破綻先に該当する債権です。

　同債権については、22年3月末の債務者区分が破綻先およ
び実質破綻先の債権残高をベースとして、22年4月から9月
末までの間に倒産、不渡等客観的な事実並びに当金庫の定め
る自己査定基準に基づき債務者区分の見直しを行い、債務者
区分の変更と認められる額を反映しております。
危険債権  は、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本
および利息の受取ができない可能性の高い債権で、債務者区
分が破綻懸念先に該当する債権です。
　同債権については、22年3月末の債務者区分が破綻懸念先

の債権残高をベースとして、22年4月から9月末までの間に
当金庫の定める自己査定基準に基づき債務者区分の見直しを
行い、債務者区分の変更と認められる額を反映しております。

要管理債権  は、債務者区分が要注意先に該当する債権のう
ち、3ヵ月以上延滞債権および貸出条件緩和債権に該当する
債権です。
　同債権については、22年3月末の債権残高をベースとして、
22年4月から9月末までの間に当金庫の定める自己査定基準
に基づき、新たに3ヵ月以上延滞債権および貸出条件緩和債
権に該当したものと認められる額を反映しております。
正常債権  は、債務者の財政状態および経営成績に特に問題
のない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、
「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。

　不良債権処理を前倒しで積極的に進めた結果、平成22年９月期の不良債権額は前年同期比223百万円減少し3,120百万円と
なりました。
　これにより、不良債権比率は、前年同期比0.27ポイント低下し、4.51％となり改善が図られ、引き続き低水準を維持して
おります。
　また、不良債権の92％が貸倒引当金や担保・保証等により保全され、さらに自己資本となる純資産6,346百万円を有し万全
を期しております。

（単位：百万円）
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１．取組み方針
　地域の中小企業および個人のお客様への安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとっ
て、最も重要な社会的使命です。
　私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様、お客様の抱えてい
る問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

２．金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備
　当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っております。
（１）本基本方針のほか、金融円滑化管理方針および金融円滑化管理規程を策定し、金融円滑化に係る管理態勢を整備しました。
（２）お客様へのきめ細やかな経営改善支援等を行うため、平成22年1月4日に金融円滑化チームを融資部内に設置し、融資

部担当理事を金融円滑化管理責任者に任命するとともに人員を配置しました。
（３）各営業店に貸付条件の変更等に関するご相談窓口を平成22年1月4日に設置し、各営業店長を営

業店相談窓口責任者に任命しました。
（４）職員に対し、お客様の事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるための研修を、今後も

継続して行うこととしました。
（５）より専門的な視点でお客様への経営改善支援等を行うため、公認会計士による企業診断および

経営相談（無料）を、今後も定期的に継続して開催することとしました。

３．他の金融機関等との緊密な連携
　当金庫は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等の申し出があった場合など、他の金融機
関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を得たうえで、これらの
関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいります。

※　なお、お客さまからの貸付条件の変更等に関する苦情相談は、次の相談窓口をご利用ください。

　中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法
律第7条第1項の規定に基づき、同法第4条から同法第6条までに規定
されている方針及び体制の概要に関する事項、並びに同法第4条及び同
法第5条の規定に基づく措置の実施状況について公表いたします。

  第1
府令第6条第１項第１号に規定する法第4条及び第５条の規定に
基づく措置の実施に関する方針の概要

１．取組み方針

（１）地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事
業地域が限定された協同組織金融機関である信用金庫にとって、
最も重要な社会的使命です。
お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった
場合には、これまでと同様、お客さまの抱えている問題を十分に
把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んでまいります。

（２）貸付条件変更等のお申込みに対して当金庫から条件をご提示する
場合には、その内容を可能な限り速やかにお客様にご提示し、充
分に説明いたします。
また、やむをえず貸付条件変更等のお申込みをお断りする場合に
は、その理由を可能な限り、具体的かつ丁寧にお客さまに説明い
たします。

（３）中小企業者のお客さまへの対応
①貸付条件変更等をお客様と協議する際は、お客様からのご要望に
基づき、経営改善計画の策定をご支援いたします。
また、策定された経営改善計画については、当該計画の進捗状況
を踏まえ、必要に応じて助言等のご支援をいたします。
②お客様が依頼された事業再生ＡＤＲ解決事業者より、当該手続き
の実施依頼の確認があった場合には、迅速な紛争解決に向けて適
切な対応を図ります。
また、株式会社企業再生支援機構からの債権買い取り申込みや、
事業再生計画に基づく債権の管理または処分することの同意の求
めがあった場合には、適切な対応を図ります。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第７条第１項に規定する説明書類

秋田信用金庫　総務部　　電話番号　018－866－6171

　秋田信用金庫は、地域の中小企業および個人のお客様に必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与するため、以下
の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取り組んでまいります。

地域金融円滑化のための基本方針

中小企業金融円滑化法への取組み実績
　厳しい経済金融情勢や雇用環境を受けて、金融機関から事業資金や住宅資金の借入を受けている中小企業者や個人が債務の弁
済に困窮しているという事情を踏まえ平成21年12月4日「中小企業者等に対する金融円滑化を図るための臨時措置に関する法
律」（中小企業金融円滑化法）が施行されました。この法律では、「中小企業者から事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽
減に関する申込みや住宅資金借入者から住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みがあった場合には、当該
中小企業者の事業についての改善または再生の可能性その他の状況や、当該住宅資金借入者の財産および収入の状況を勘案しつ
つ、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減させるために必要な措置を取るように努めること」という努力目標が、金融機関に
課されることとなりました。また、同法は平成23年3月31日を期限とする時限立法ですが、同法を含む金融円滑化への対応に
ついて恒久的な取組みが求められ、法律の実効性を高めるため条件変更等の申込み（口頭によるものを含む）を受けた貸付債権
の数および額や、申込みを受けた条件変更等の取下げ・謝絶理由等について、開示が求められることになっております。
　当金庫では、地域金融円滑化のための取組み方針や具体的な態勢整備および他金融機関との緊密な連携を、「地域金融円滑化
のための基本方針」として掲げ取り組んでおります。 



7

中小企業再生支援協議会を通じた事業再生手続きに関する要望を
受けた場合には、事業の改善や再生の見通しを検証し、適切な対
応を図ります。
③貸付条件変更等の履歴があることを理由に、新規融資又は新たな
貸付条件変更等のお申込みをお断りすることはございません。

（４）住宅ローンご利用のお客さまへの対応
お客さまから貸付条件変更等のお申込みをお受けした場合には、
お客さまの将来にわたる無理のないご返済に向けて、お客様の財
産及び収入の状況を十分に勘案しきめ細かくご相談するなど適切
な対応を図ります。

　　
２．他の金融機関等との緊密な連携

（１）他の金融機関からご融資を受けておられるお客さまから、貸付条
件変更等のお申込みを受けた場合には、守秘義務に留意しつつ、
お客様の同意を前提に他の金融機関と相互に貸付条件等に係る情
報を確認し緊密な連携を図ります。

（２）お客さまが貸付条件変更等をお申込みした他の金融機関（公庫及
び信用保証協会を含む）から、お客様の貸付条件変更等に係る情
報の照会を受けた場合には、守秘義務に留意しつつ、お客さまの
同意を前提に適切な対応を図ります。

（３）お客さまが貸付条件変更等をお申込みした他の金融機関（公庫
及び住宅金融支援機構等を含む）が、お客さまの貸付条件変更等
のお申込みに応じたことを確認した場合には、できる限り貸付条
件変更等に応ずるなど適切な対応を図ります。
なお、（１）～（２）への対応に際しましては、独占禁止法違反行為
とならないよう十分留意いたします。

  第2

府令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に
基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

当金庫は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、
必要な体制整備を図っております。

１．金融円滑化措置の円滑な実施に向けた体制整備

（１）受付体制の整備
お客さまからの貸付条件変更等に係るご相談やご要望、及びお申
込み等に迅速に対応するため、営業店に「金融円滑化相談窓口」
を設置しております。
また、貸付条件変更等に係るご質問やご相談等をお受けする「専
用電話」を本部に設置しております。

金融円滑化相談等専用電話　018－866－6171
秋田信用金庫　融資部 「金融円滑化チーム」
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

（２）責任者及び担当者の配置
お客さまからの貸付条件変更等に係るご相談やご要望、及びお申
込み等に適切に対応するため、「管理責任者」「担当者」を配置し
ております。

部署 所　管　名 担　当　者

本　部
金融円滑化管理責任者 融資部 担当理事

金融円滑化担当者 融資部 金融円滑化チーム

営業店
金融円滑化相談窓口責任者 営業店長

金融円滑化相談窓口担当者 融資役席・融資担当

（３）貸付条件変更等に係る管理
①お客さまからの貸付条件変更等のお申込みにつきましては、営業
店の融資担当者が正確かつ詳細に記録するとともに、金融円滑化
相談窓口責任者（営業店長）に速やかに報告します。
②金融円滑化相談窓口責任者（営業店長）は、報告された内容を的
確に捉え、適切な指示・指導を与えるほか、対応状況や進捗状況
を適切に管理します。
③営業店の対応状況等は、金融円滑化管理部門（金融円滑化チーム）
に逐次報告されるほか、これに基づき金融円滑化管理部門が実績
管理や必要な指示・指導等を行います。
④営業店及び金融円滑化管理部門の対応状況等は、金融円滑化管理
責任者（金融円滑化管理部門担当理事）が逐次状況を把握し、必
要な指示・指導等を行うほか、定期的又は必要に応じて金融円滑
化管理機関（常務会）に報告します。

２．金融円滑化管理に係る体制と役割

当金庫では、適切なリスク管理体制の下、金融仲介機能を積極的に発
揮していくことを目的に「金融円滑化管理方針」「金融円滑化管理規程」
を策定いたしました。

（１）理事会
①金融円滑化管理に係る最終意思決定機関として、金融円滑化に関
する管理方針を定め、本方針に基づき金融円滑化管理規程を策定
いたしました。
②金融円滑化管理方針の周知徹底を図るとともに、本管理方針に基
づく金融円滑化管理を行うため、金融円滑化管理体制を整備する
とともに、必要に応じて管理体制の改善を図ります。

（２）常務会
①常務会は、金融円滑化管理責任者からの報告に基づき、金融円滑
化管理に関する重要な事項について協議いたします。
②金融円滑化管理方針に基づく金融円滑化管理を行うため、庫内の
連絡・報告体制を整備するとともに、必要に応じて管理体制の改
善を図ります。

（３）金融円滑化管理責任者（金融円滑化管理部門担当理事）
①金融円滑化管理責任者は、中小企業者からの新規融資や事業性資
金に係る貸付条件の変更等に関する相談または申込み、住宅資金
借入者からの住宅資金に係る貸付条件の変更等に関する相談また
は申込みについて適切に対応が行われるよう具体的な施策を実施
します。
②金融円滑化管理責任者は、関係業務部門及び営業店等に対し、金
融円滑化の適切な実施を確保するための具体的な方策を指示し、
金融円滑化が適切に行われるよう管理いたします。
③金融円滑化管理責任者は、関係業務部門及び営業店等において金
融円滑化関連情報を収集し、その内容を分析するとともに、その
分析結果をもとに関係業務部門及び営業店等に対し指導監督等を
行います。

（４）金融円滑化管理部門
金融円滑化管理部門を融資部、金融円滑化管理に関する担当部署
を金融円滑化チームとし、「金融円滑化管理方針」「金融円滑化管
理規程」に基づき、金融円滑化管理に関する施策を円滑に実行い
たします。

  第3

府令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基
づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要
お客さまからの融資のお申込みや貸付条件変更等のお申込みに係る苦
情相談の受付体制

１．苦情相談窓口

苦情相談等専用電話　　018－866－6171
秋田信用金庫　総務部
（受付時間：平日の午前9時から午後5時まで）

２．記録の作成・保存

苦情相談等については、その内容を適切に記録・保存いたします。ま
た、当金庫全体で問題を共有し、改善につとめてまいります。

  第4

府令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置を
とった後において、当該措置に係る中小企業者の事業についての改
善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

貸付条件変更等を実施した後も、金融円滑化管理部門と営業店が連携
し、お客さまの経営改善を支援してまいります。

１．お客さまへのきめ細かな経営改善支援を行うための体制

金融円滑化チームを融資部内に設置し、営業店と連携して、お客さま
の経営相談や経営指導及び経営改善にきめ細かく真摯に取組んでまい
ります。

２．お客さまの事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため
の研修等の実施

定性的な非財務情報の適正な評価をはじめとして、お客さまの技術力
や成長性、収益性等を適切に見極めるため、職員に対し目利き力向上
のための集合研修を継続的に実施してまいります。

３．より専門的な視点でお客さまへの経営改善支援等を行うため、公
認会計士による企業診断及び経営相談を継続してまいります。

４．お取引先事業所が保有する「強み」を、お取引先とともに見極め、
販路開拓（ビジネスマッチング）につながる取組みを行ってまい
ります。
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別表４  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

［債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関
も貸付債権を有する場合］

別表６  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

［債務者が住宅資金借入者である場合］

別表２  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

［債務者が中小企業者である場合］

別表３  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

［債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関
も貸付債権を有する場合］

別表５  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

［債務者が住宅資金借入者である場合］

別表１  貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

［債務者が中小企業者である場合］

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の額

539 1,496 2,772 3,838

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていなかった貸付債権の額

319 959 1,758 2,389

うち、実行に係る貸付債権の額 93 720 1,531 2,211

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 4 4

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額 226 239 223 115

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 0 59

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていた貸付債権の額

220 537 1,014 1,449

うち、実行に係る貸付債権の額 41 321 710 1,072

うち、謝絶に係る貸付債権の額 97 97 105 105

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額 79 77 106 179

うち、取下げに係る貸付債権の額 3 42 93 93

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた
貸付債権の数

68 245 440 585

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていなかった貸付債権の数

42 155 281 374

うち、実行に係る貸付債権の数 30 144 271 363

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 3 3

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 12 11 7 7

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0 0 1

うち、信用保証協会等による債務の保
証を受けていた貸付債権の数

26 90 159 211

うち、実行に係る貸付債権の数 7 65 121 169

うち、謝絶に係る貸付債権の数 5 5 7 7

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 13 13 16 20

うち、取下げに係る貸付債権の数 1 7 15 15

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

貸付の条件の変更等の申込みを受けた貸
付債権の額

179 830 1,010 1,185

うち、実行に係る貸付債権の額 0 305 544 753

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 23 31 39

うち、審査中の貸付債権の額 179 412 104 45

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 90 331 348

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

貸付の条件の変更等の申込みを受けた貸
付債権の数

15 77 98 115

うち、実行に係る貸付債権の数 0 27 49 68

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 2 3 5

うち、審査中の貸付債権の数 15 38 13 6

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 10 33 36

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：件）

（単位：件）

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

信用保証協会等による債務の保証を受けて
いなかった貸付債権に係る債務者のうち他
の金融機関に対しても法の施行日後に貸付
の条件の変更等の申込みが行われたことを
確認することができた者から、貸付の条件
の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

0 27 87 233

うち、実行に係る貸付債権の額 0 27 87 233

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 0 0 0

うち、他の金融機関により法の施行日後
になされた貸付けの条件の変更等の実行
を認識していた場合の貸付債権の額

0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の額 0 0 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の額 0 0 0 0

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

信用保証協会等による債務の保証を受けて
いなかった貸付債権に係る債務者のうち他
の金融機関に対しても法の施行日後に貸付
の条件の変更等の申込みが行われたことを
確認することができた者から、貸付の条件
の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

0 6 19 22

うち、実行に係る貸付債権の数 0 6 19 22

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

0 0 0 0

うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 0 0 0

うち、他の金融機関により法の施行日後
になされた貸付けの条件の変更等の実行
を認識していた場合の貸付債権の数

0 0 0 0

うち、審査中の貸付債権の数 0 0 0 0

うち、取下げに係る貸付債権の数 0 0 0 0

  第5　　法第４条に基づく措置の実施状況　（別表１から別表４まで）

  第6　　法第５条に基づく措置の実施状況　（別表５及び別表６）
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　金融商品・サービスが多様化・複雑化する中で、金融機関と利用者との間のトラブルが紛争に発展する可能性が大きく
なっています。しかし、訴訟による解決では時間と費用の面で利用者にとって負担が大きいことから、平成22年10月１
日から裁判外の紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）が導入されました。
　当金庫では、金融ＡＤＲ制度へ以下のとおり対応することとしております。

当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

金融ＡＤＲ制度への対応

　当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」
という。）を営業店または総務部で受け付けています。

１．苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺った
うえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
２．事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携
を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
３．苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基
づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
　苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。

秋田信用金庫　総務部
　住　　所：秋田県秋田市大町三丁目３－１８
　ＴＥＬ：018－866－6171
　受付時間：9：00～17：00（信用金庫営業日）
　受付媒体：電話、手紙、面談

＊　お客さまの個人情報は苦情等の解決を図るため、またお客さま
とのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。

４．当金庫のほかに、（社）全国信用金庫協会が運営する「全国
しんきん相談所」をはじめとする他の機関でも苦情等のお申
し出を受け付けています。詳しくは上記総務部にご相談くだ
さい。

全国しんきん相談所
（㈳全国信用金庫協会）

１. 住　　所 〒103-0028  東京都中央区八重洲1-3-7

２. 電話番号 03-3517-5825

３. 受付日時 信用金庫営業日　9：00～ 17：00

４. 受付媒体 電話､手紙、面談

  
５．東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が設
置運営する仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能で
すので、総務部または上記全国しんきん相談所へお申し出く
ださい。

６．当金庫の苦情等の対応
　当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平
かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ＡＤＲ制度も踏
まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もっ
て当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。

（１）営業店および各部署に責任者をおくとともに、総務部がお
客さまからの苦情等を一元的に管理し、適切な対応に努め
ます。

（２）苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、
関係部署および総務部が連携したうえ、速やかに解決を図
るよう努めます。

（３）苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行う
とともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必
要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を総務部から行
います。

（４）お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所
をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容
やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。

（５）紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター
等を利用することができます。その際には、当該仲裁セン
ター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。

（６）お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に
基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを
行います。

（７）苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門
が検証する態勢を整備しています。

（８）苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営さ
れるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。

（９）お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な
措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていき
ます。

（10）苦情等への取組体制

名　

称

東京弁護士会
紛争解決センター

第一東京弁護士会
仲裁センター　

第二東京弁護士会
仲裁センター

住　

所

〒100-0013
東京都千代田区霞
が関1-1-3

〒100-0013
東京都千代田区霞
が関1-1-3

〒100-0013
東京都千代田区霞
が関1-1-3

電
話
番
号

03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249

受
付
日
・
時
間

月～金 (祝日､年末
年始除く)
9:30 ～ 12:00､
13:00 ～ 15:00

月～金 (祝日､年末
年始除く)
10:00 ～ 12:00､
13:00 ～ 16:00

月～金 (祝日､年末
年始除く)
9:30 ～ 12:00､
13:00 ～ 17:00

検証

連携

紛
争
解
決
へ
の
対
応

紛
争
解
決

の
取
次
ぎ

苦
情
等
の

お
申
し
出

話
し
合
い

報
告
・
連
絡

報
告
・
連
絡

連
携

連
携

苦
情
等
の
お
申
し
出

話
し
合
い

適
切
な
説
明
・
他
機
関
の
紹
介

苦
情
等
の
お
申
し
出

連
携

紛
争
解
決
の

取
次
ぎ
依
頼

検
討
・
見
直
し

関係部署

内
部
監
査

総　務　部（主管部署）

お　　　客　　　さ　　　ま

理　事　長

営業店

全国しんきん相談所

弁護士会仲裁センター等



平成22年度上期平成22年度上期
４月
秋田信用金庫　入庫式
　今年は８人の新入職員が
入庫しました。お取引先の
皆様にもご指導いただきな
がら、一日も早く独り立ち
し皆様のお役に立てるよう育成して参ります。　

新入職員谷地君がＮＨＫテレビ出演
　「秋田を元気にしたい」と
いう熱い思いを持った社会
人の春を追う特集番組に、
谷地職員が選考され、異業
種の若者たちとともに、ふ
るさとの経済を支えたいと
の思いを語りました。

５月
•任期満了により総代（100名）
およびモニター（50名）が改
選となりました。

松枯れ再生募金
　「松枯れ再生募金」街頭活動が、
平成17年開始以来満５年経過、
この間実施回数49回、延べ1,071
名の職員が参加しました。

６月
信用金庫の日
　全国の信用金庫では、信用金庫法が昭和26年6月15日に施行
されたことから、平成8年より毎年6月15日を「信用金庫の日」
と定め、信用金庫が地域社会で果たしている役割を広く国民一般
の方々に正しく理解いただく機会として、積極的な取り組みを展
開しております。
　秋田信用金庫でも、「あきしん名画の夕べ」および「あきしん
マネースクール」を開催した他、全店でご来店のお客さまに「花
の種子」をプレゼントし、「信用金庫の日」をアピールしました。

•あきしん名画の夕べ
　平成10年の「信用金庫の日」からスター
トした、名画の無料上映会。秋田の映画ファ
ンに支えられ、年4回の定期開催を重ね
46回目となりました。
　6月11日、オードリー・ヘップバーン
主演「ティファニーで朝食を」を上映し
ました。

•あきしんマネースクール
　6月15日、八郎潟小学校
において、当金庫の米川副
支店長と村越係長が講師を
務め、6年生を対象に
お金のたいせつさや
役割などについて
授業を行いました。

本ディスクロージャー誌は再生紙と大豆インキを使用しています。

〒010-0921　秋田県秋田市大町三丁目3-18 〈ホームページ〉http://www.akishin.com
TEL 018-866-6171（本部代表） FAX 018-823-5110 〈Eメール〉s1120000@facetoface.ne.jp

に

ト ックスピ
７月
•７月22日、５カ年に亘った「松枯れ
再生募金」街頭活動に対し、秋田経済
同友会より感謝状をいただきました。

•７月24日、第56回東北地区信用金庫
野球大会に秋田県代表として出場致
しました。

８月
•「秋田信用金庫理事長杯第23回日本海ゲートボール親善大会」
が、県内外45チーム参加のもと８月２日にＯＧＡマリンパー
クにて開催されました。

•８月５日、竿灯祭りの「おば
こ踊りフェスティバル」に当
金庫職員40名があきしん揃
いの浴衣で、マスコット「ナ
ミー・ハギー」とともに参
加し、会場の皆さまから大
きな声援をいただきました。

•８月19日行われた「一日市
盆踊り」大会にて、八郎潟
支店チームが職場一般の部
で昨年に続き２連覇を果た
しました。

９月
•「第47回あきしん名画の夕べ」が９月10
日開催されました。（上映作品キャサリン・
ヘップバーン主演『旅情』）

•「第14回あきしん杯争奪少年サッカー大
会（兼第40回秋田市秋季少年サッカー
大会）」が９月18日・19日・23日・25
日の４日間にわたり開催され、仁井田
レッドスターズの優勝で幕を閉じました。

•あきしん北地区ゆとり倶楽
部親睦旅行（松島・釜石の
旅）が９月16日～ 17日の
日程で行われました。

•情報誌「齶田の風」第10号を発行しました。

•９月21日、川尻支店を本店に統合致しました。

•９月21日、割山支店が新築オープン致しました。




